
令和５年度宮城県高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 県は、エネルギー価格及び物価の高騰下における高齢者施設の安定的な介護サービ

スの提供を支援するため、「令和５年度宮城県高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業

補助金（以下「補助金」という。）」を、予算の範囲内において交付するものとし、そ

の交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （交付対象等） 

第２ 補助金の交付対象となる高齢者施設は、次のとおりとする。 

 （１）令和５年９月１日までに事業活動を開始し、かつ、令和５年９月３０日の時点で

別表１に定める対象サービス種別に掲げる事業を行う宮城県内（仙台市を除く。）

に所在する高齢者施設（市町村及び市町村を構成員とする団体が運営する施設

（指定管理の施設を含む。）を除く。） 

 （２）令和６年１月１日までに事業活動を開始し、かつ、令和６年３月３１日の時点で

別表２に定める対象サービス種別に掲げる事業を行う宮城県内（仙台市を除く。）

に所在する高齢者施設（市町村及び市町村を構成員とする団体が運営する施設 

（指定管理の施設を含む。）を除く。） 

 

 （交付額の算定方法） 

第３ 補助金の交付対象となる高齢者施設の基準単価、対象経費及び助成額は、次のと

おりとする。ただし、算出された額に１００円未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。 

 （１）第２（１）に規定する高齢者施設は別表１のとおりとする。 

（２）第２（２）に規定する高齢者施設は別表２のとおりとする。 

 

 （交付申請及び実績報告） 

第４ 規則第３条の規定による交付申請書の様式は、別記様式第１号によるものとし、

その提出期限は、知事が別に定める日までとする。 

２ 規則第３条の規定により交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおり

とする。ただし、（１）及び（２）については、サービス種別等に応じて該当するも

のを提出するものとし、（３）については、別表１又は別表２に掲げる訪問系の事業

所のうち、医療系サービスのみなし指定事業所が申請する場合に添付するものとする。 

（１）施設別申請額一覧（別紙１Ａ及び別紙１Ｂ） 

（２）施設別個票（別紙２Ａ、２Ｂ、２Ｃ及び２Ｄ） 

（３）常勤換算表（別紙３） 

（４）口座振込依頼書（振込先口座の通帳の写しを含む。）（別紙４） 

（５）その他知事が必要と認める書類 

３ 規則第３条第３項の規定により知事が添付を省略させることができる書類は、同条

第２項第１号から第３号に掲げる書類とする。 

４ 第１項の交付申請は、規則第１２条に規定する実績報告を兼ねるものとする。 



５ 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができない。 

（１）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力

団員等 

（２）県税に未納がある者 

 

 （交付の条件） 

第５ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

 （１）この補助金に関係する証拠書類については、事業の完了の日の属する年度の終

了後５年間保管しておかなければならない。 

 （２）第２（１）の補助金の交付対象となった施設が令和５年９月３０日までに、廃

止、休止等により事業活動を停止した場合又は定員を減少させた場合（以下「廃

止等」という。）、その旨を県に報告するとともに、別表３に基づいて算出さ

れた額を返還しなければならない（あらかじめ相当額を差し引いて交付された

場合を除く。）。 

 （３）第２（２）の補助金の交付対象となった施設が令和６年３月３１日までに廃止

等をした場合、その旨を県に報告するとともに、別表３に基づいて算出された

額を返還しなければならない（あらかじめ相当額を差し引いて交付された場合

を除く。）。 

（４）この補助金を補助対象経費以外に使用してはならない。 

（５）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けてはならない。 

 

 （交付の決定及び額の確定） 

第６ 知事は、第４の交付申請及び実績報告があったときは、その内容を審査し、内容

が適当であると認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を通知するものとする。 

２ 知事は、前項の決定をする場合において、必要に応じ条件を付することができる。 

３ 第１項の交付の決定は、規則第１３条に規定する額の確定を兼ねるものとする。 

 

 （補助金の交付方法） 

第７ 本補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

 

 （補助金の取消し） 

第８ 知事は、規則第１６条第１項の規定により、補助金の交付の決定を受けた者が補助

金の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又は

これに付した条件その他この要綱又はこれに基づく知事の処分に違反したときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定後においても適用す

ることがある。  

 

 （補助金の返還） 

第９ 補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分

に関し、既に補助金が交付されているときは、規則第１７条第１項の規定により、期限

を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 補助金の額を確定した後に、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期



限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

 

 （書類の提出部数） 

第１０ この要綱により知事に提出する部数は各１部とする。 

 

 （その他） 

第１１ この要綱に定めるもののほか、交付に必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、 令和５年８月２９日から施行する。 

２ この要綱は、 令和５年１２月２５日から施行する。 

 


